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令和5年度

令和5年度　介護員養成研修資格取得支援事業（三重県委託事業）

福祉・介護の人材不足を改善するため、就労を目的とした「介護員育成プログラム」の中で介護職員初任者研修または、
生活援助従事者研修を受講しながら就労支援を受け福祉・介護職場に就職していただける方を募集します。

介護職員初任者研修・生活援助従事者研修
【通学形式（一部通信講座併用）】

受講料

対象者

参加要件

応募方法

お問合せ
申込み先

（但し、テキスト代は自己負担）
介護職員初任者研修：5,500円
生活援助従事者研修：2,750円

三重県に住民登録している概ね70歳未満で働いていない方。

無料● 申し込み時点で、働いていない方。
● 研修日程を最後まで修了できる健康な方。
● 三重県福祉人材センターへの求職登録と、職場体験（2日以上）できる方。
● 研修修了後、概ね3か月以内に三重県内の福祉・介護職場へ就労することの誓約が得られる方。
 （介護職員初任者研修については原則介護職として就労できる方）
● 外国籍の方については、テキストの理解ができ、漢字が読め、日本語の読み書きができる方。
 （日常会話・高齢者等とのコミュニケーション・読み書きが可能であること）
● すでに福祉・介護職場に雇用されている方、就労先が決定している方は受講できません。
 （受講者が事業を立ち上げる場合や親族・知人の経営する事業所で就労予定の場合も含む）

希望する回の日時をご確認いただき、
下記説明会申込フォームまたはお電話
にて申込の上、会場にお越しください。
説明会への参加は申し込みの必須条
件です。

説明会で配付する「介護員育成プログ
ラム参加申請書」及び「誓約書」に記入
（自筆に限る）の上、身分証明書等の書
類を添え、期日までに郵送または持参
にて下記へお申込みください。

2 申し込み

社会福祉法人 三重県社会福祉協議会
三重県福祉人材センター　介護員養成研修 担当

〒514-8552 津市桜橋2丁目131

TEL 059-227-5160（平日9:00～17:00）
三重県福祉人材センター

応募結果は締切り後、受講決定の可否を通知書にて郵送します。

HPはこちらから 説明会申込フォーム

参加必須

1 説明会に参加
説明会
会　場

津市桜橋2丁目131
三重県社会福祉会館 3階研修室

※公共交通機関でお越しください。お車の場合は
　近隣の有料駐車場をご利用ください。

定 員
（応募多数の場合は抽選）
各回39名

6/22（木）10/20（金） 9/1（金）
介護職員初任者研修 生活援助従事者研修

第1回事前説明会 第2回

受講生募集！！



＜通学形式（一部通信講座併用）＞
旧ホームヘルパー2級と同等の資格で、生活援助と身体介護の両方のサービスを提供でき
る資格です。特別養護老人ホーム、デイサービス等介護施設や訪問介護事業所、障害者施設
等で介護士、支援員として働くことができます。

介護職員初任者研修

第1回

第1回 第2回

第2回

10/31（火）必着

6/22（木） 10/20（金）

受講申込
募集期限 7/3（月）必着

研修日程

事前説明会

受講内容

＊日程は変更になることがあります

介護職員初任者研修 第1回 研修期間
7月25日（火）～11月9日（木）

第2回 研修期間
11月21日（火）～3月15日（金）

通学
（主に講義）

通信学習

通学
（主に講義）

通信学習

通学
（実技）

通学（主に講義）
職場体験

修了試験

 7月 25日 （火） 9：00～17：00
 7月 26日 （水） 9：00～16：00
 7月 27日 （木） 9：00～16：30
7月28日（金）～8月7日（月）
課題提出日：8月8日（火）

 8月 8日 （火） 9：00～16：00
 8月 9日 （水） 9：00～17：00
 8月 10日 （木） 9：00～16：00
8月11日（金）～8月29日（火）
課題提出日：8月30日（水）

 8月 30日 （水） 9：00～16：00
 8月 31日 （木） 9：00～16：00
 9月 6日 （水） 9：00～16：00
 9月 7日 （木） 9：00～16：00
 9月 13日 （水） 9：00～16：00
 9月 14日 （木） 9：00～16：00
 9月 15日 （金） 9：00～16：00
 9月 20日 （水） 9：00～16：00
 9月 21日 （木） 9：00～16：00
 9月 28日 （木） 9：00～13：00
9月29日（金）～10月30日（月）
内2日間（期間は予定）

 10月 31日 （火） 9：00～12：00

 11月 21日 （火） 9：00～17：00
 11月 28日 （火） 9：00～16：30
 11月 29日 （水） 9：00～16：00
11月30日（木）～12月11日（月）
課題提出日：12月12日（火）
 12月 12日 （火） 9：00～16：00
 12月 13日 （水） 9：00～17：00
 12月 14日 （木） 9：00～16：00
12月15日（金）～1月9日（火）
課題提出日：1月10日（水）

 1月 10日 （水） 9：00～16：00
 1月 11日 （木） 9：00～16：00
 1月 12日 （金） 9：00～16：00
 1月 16日 （火） 9：00～16：00
 1月 17日 （水） 9：00～16：00
 1月 18日 （木） 9：00～16：00
 1月 23日 （火） 9：00～16：00
 1月 24日 （水） 9：00～16：00
 1月 25日 （木） 9：00～16：00
 1月 30日 （火） 9：00～13：00
1月31日（水）～3月5日（火）
内2日間（期間は予定）

 3月 6日 （水） 9：00～12：00

説明会申込フォーム必ずご参加ください。申し込みの必須条件です。

13:30～15:00 13:30～15:00

通学
（17日間）

通信学習 職場体験
（２日間）

面談
（1回以上）

講義・実技
修了試験

課題を指定する
期日までに提出

県内高齢者施設で
実際の仕事を体験

就労支援



受講申込
募集期限

＊日程は変更になることがあります

生活援助従事者研修
＜通学形式（一部通信講座併用）＞

介護施設や訪問介護事業所での身体介護を行わない洗濯、掃除、ベッドメイク、調理、買い物
等の生活援助サービスを提供できる資格です。短期間での取得が可能です。

研修日程

生活援助従事者研修 研修期間
10月4日（水）～12月14日（木）

通学
（主に講義）

通信学習

通学
（主に講義）
通学

（実技）

通信学習

通学
（実技）
通学

（主に講義）

職場体験

修了試験

 10月 4日 （水） 9：00～16：00

 10月 5日 （木） 10：00～16：00

 10月 10日 （火） 9：00～16：00

 10月 11日 （水） 10：00～16：00

10月6日（金）～10月16日（月）
課題提出日：10月17日（火）

 10月 17日 （火） 9：00～16：00

 10月 18日 （水） 9：00～16：00

 10月 19日 （木）～ 10月25日（水）
課題提出日：10月26日（木）

 10月 26日 （木） 9：00～16：00

 10月 27日 （金） 9：00～11：00

 10月 30日 （月）～12月1日（金）
内2日間（期間は予定）

 12月 5日 （火） 9：00～12：00

必ずご参加ください。申し込みの必須条件です。

9/1（金）13:30～15:00

9/11（月）必着

事前説明会

受講内容

説明会申込フォーム

通学
（9日間）

通信学習 職場体験
（２日間）

面談
（1回以上）

講義・実技
修了試験

課題を指定する
期日までに提出

県内高齢者施設で
実際の仕事を体験

就労支援



受講
決定

研修受講
（通学・通信）

面談
求職登録

就労支援・就職活動

職場
体験

修了
試験

研修
修了

概ね
3か月以内
に就労決定

生活援助従事者研修、介護職員初任者研修を修了し経験を積んで介護
の資格をステップアップできます。
※入門的研修を受講された方が生活援助従事者研修を受講される場合、免除が認められます。
※生活援助従事者研修や入門的研修を受講された方が介護職員初任者研修を受講される場合は、免除が認められます。
　詳しいことは、お問合せください。

研修カリキュラム（共通）

介護の各種研修等との関係

受講から就労の流れ（介護員育成プログラム）

職務の理解
介護における尊厳の保持・自立支援
介護の基本
介護・福祉サービスの理解と医療との連携
介護におけるコミュニケーション技術

１
２
３
４
５

６
７
８
９
10

老化の理解
認知症の理解
障がいの理解
こころとからだのしくみと生活支援技術
振り返り

通所・居住・施設系
サービス

通所介護

短期入所生活介護

認知症対応型共同
生活介護介

護
職
員
と
し
て
従
事
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問
介
護
員

と
し
て
従
事

入門的研修を受講しても訪問介護員
として従事することはできない

無資格者は訪問介護員として
従事することはできない

※「介護に関する入門的研修の実施について（平成30年
　3月30日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知）」

受講者は通所・居住・
施設系サービスの
介護職員として従事可能

無資格者も通所・居住・施設系サービスの
介護職員として従事可能

ステップアップしやすいよう
科目の読み替えが可能

訪問系サービス 制度的に位置付けられた研修等

訪問介護
（身体介護中心型）

夜間対応型訪問介護

定期巡回随時対応型
訪問介護・看護

訪問介護
（生活援助中心型）

居宅介護

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設
　　　　　　　　等

無資格者

生活援助従事者研修（59時間）

介護職員初任者研修（130時間）

実務者研修（450時間）

介護福祉士

生活援助
中心型のみ

訪問介護員として
従事可

入門的研修
１日（３時間）や1週間（21時間）

参考：厚生労働省「介護に関する入門的研修の実施について」平成30年3月30日
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